
重 要 事 項 説 明 書 

2026.6.1~ 

１．事 業 者 

（１）法 人 名  社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 

（２）法人所在地  岐阜県郡上市大和町徳永５８５番地 

（３）代 表 者  会長  鈴木 富士夫 

（４）電 話 番 号  ０５７５－８８－９９８８ 

（５）指定年月日  平成３０年４月１日（令和６年４月１日更新） 

指定有効期間 令和６年４月１日～令和１２年３月３１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  介護予防デイサービス事業所 

           平成３０年４月１日指定 郡上市２１９１０００１５３号 

（２）事業所の目的  介護予防デイサービスは、介護保険法令に従い、ご契約者（利用

者）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営

むことができるように支援することを目的として、ご契約者に介

護予防デイサービスを提供します。 

（３）事業所の名称  高鷲デイサービスセンター 

（４）事業所所在地  岐阜県郡上市高鷲町大鷲２０１番地２ 

（５）電 話 番 号  ０５７５－７２－５８８８ 

（６）管理者氏名  大前 圭一 

（７）運 営 方 針  サービスの提供にあっては、関係市町村、地域の保健医療福祉サ

ービス機関との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努め

ます。 

（８）開設年月日  平成１６年４月１日 

（９）事業実施地域  郡上市全域 

（10）営 業 日  毎週月曜日から金曜日まで 

ただし、１２月２９日から１月３日までの日を除く 

（11）営 業 時 間   午前８時１５分から午後５時１５分まで 

          （サービス提供時間：午前９時００分から午後４時１０分） 

（12）利 用 定 員  １日１８人まで 

（13）事業所他業務  当事業所では、次の業務も合わせて実施しています。 

           指定地域密着型通所介護事業所 

            令和５年１２月１日指定 郡上市２１９１０００１５３号 

基準該当障害福祉サービス事業 

生活介護 平成１９年４月１日指定 ２１４１０１００６２号 

自立訓練 平成１９年４月１日指定 ２１４１０１００６２号 

 

 

 



３．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防デイサービス

を提供する職員として以下の職種職員を配置しています。  

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

＜職員の配置状況＞ 

職   種 常 勤 非常勤 備   考 

管 理 者 １名   

生活相談員 ３名  介護職兼務３名 

看 護 職 員 １名  機能訓練指導員兼務 

機能訓練指導員 １名   

介 護 職 員 ６名   

 

４．当事業所が提供するサービス（１日のながれ） 

時  間 サービス 内  容 

午前 

送  迎 送迎車にて自宅までお迎えに伺います。   

健康チェック 
看護職員が、血圧、脈拍、体温などを測定し

ながらご利用者の健康状態を伺います。 

入  浴 
ご利用者の状態にあわせて、入浴をしていた

だきます。 

機能訓練 
個別プログラムに基づき、軽体操やリハビリ

機器を用いて、機能訓練を行います。 

午後 

昼  食 日替わりでメニューをご提供します。 

生活機能 

向上活動 
日常生活の支援につながる活動を行います。 

お や つ お茶を飲みながら話もはずみます。 

送  迎 ご自宅までお送りします。 

 

５．当事業所が提供するサービスの利用料金（料金一覧表参照） 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用者ごとに決められた介護保険負担割合に従い、

利用料金の９割から７割が介護保険から給付されます。 

①身体介護（排泄介助、移動移乗介助、送迎時の乗降介助等） 

②入  浴（衣類着脱介助、洗身、洗髪等） 

③そ の 他（相談助言、レクリエーション、行事等） 

  ＜基本サービス＞  

     包括単価（月額） 

ご 契 約 者 の 要 介 護 度 基 本 料 金 

要支援１、事業対象者  １７,９８０円 

要支援２（週１回程度） １７,９８０円 

要支援２、事業対象者で週２回程度 ３６,２１０円 



※介護職員の専門体制を整えている事業所として「サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

又は(Ⅱ)又は(Ⅲ)」 が算定されます。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

要支援１ 加算料：８８０円 ／ 要支援２ 加算料：１，７６０円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

要支援１ 加算料：７２０円 ／ 要支援２ 加算料：１，４４０円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

要支援１ 加算料：２４０円 ／ 要支援２ 加算料：  ４８０円 

 

※介護職員の処遇改善に取り組む事業所として下記の加算が算定されます。 

「介護職員処遇改善加算（Ⅲ）」（１ヵ月のご利用総単位数の１０．５％） 

 

※送迎を行わない場合は、上表から片道につき基本料金から４７０円の減算をします。 

 

※通常の事業実施地域を越えてサービスを利用される方が中山間地域等にお住まいの

場合は基本料金に５％が加算されます。 

   

＜加算サービス＞ 

加算サービスはご利用者ごとの選択サービスとなっています。以下のサービスを

ご利用の際には、利用者ごとに決められた介護保険負担割合に従い、加算料金の９

割から７割が介護保険から給付されます。 

・若年性認知症利用者受入加算 加算料金２,４００円 

６５歳以下の認知症の方に対し、担当者を定めサービスを行います。 

・生活機能向上グループ加算 加算料金：１,０００円 

共通の課題を有するご利用者にグループになっていただき、日常生活上の支援

のための活動を行います。複数のプログラムの中から選択していただけます。 

   ・科学的介護推進体制加算      加算料金：４００円／月 

    ご利用者の心身状況に係る情報を科学的に分析して、より良いサービスが提供で

きるようにします。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第７条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

①食事の提供（調理、後片付け、材料費等） 

ご契約者に提供する食事の調理・材料等にかかる費用です。 

料金：１日あたり ８００円 

②通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施区域外にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される

場合は、お住まいと当事業所との送迎費用として下記費用をいただきます。 

 料金：片道１回に当たり１００円 

ただし、中山間地域等にお住まいの方は、基本料金に対して５％が加算され

ますので送迎費用はいただきません。 

 



③その他の費用 

サービス提供において通常必要と認められるものに係る費用で、利用者が負

担することが適当と認められるものの実費額をいただきます。 

④ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額

を一旦お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます。（第６条２項償還払い参照）また、居宅サービ

ス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、

ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

提供証明証」を交付します。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条関係参照） 

前記(１)、(２)の利用料金等は、事業所の定める期日までに、利用料等を金融

機関口座振替等により納付していただきます。利用料金の納付が３ヵ月以上遅延

した場合は、第１８条第２号により本契約を解除します。 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照） 

①利用予定日の前に、ご契約者の都合により介護予防デイサービスを中止又は変

更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、

サービスの実施日の前日までに事業者へ申し出てください。 

②利用予定日の前日午後５時までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し

出をされたときは、取消料として下記料金をお支払いいただく場合があります。

ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合はこの限りではありません。 

・利用予定日の前日までに申し出があった 

場合 
無  料 

・利用予定日の前日までに申し出がなかっ 

た場合（当日キャンセル） 
食費８００円 

③サービス利用の変更、追加の申し出に対して、当事業所の稼働状況によりご契

約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご

契約者に提示して協議します。 

 

６．送迎について 

送迎を利用される場合のお迎え時間・お送りの時間は、サービス利用開始の際に決

めさせていただきます。なお、当日の利用人数、道路状況等により予定時間が変わる

場合には、あらかじめご連絡いたします。 

 

７．緊急時及び事故発生時の対応について（契約書第９条第２項参照） 

（１）ご利用中に体調の急変や事故発生等で医療機関への受診が必要になった場合、ご

家族と連絡をとり指定の医療機関へ搬送します。ただし、ご家族と連絡がとれな

い場合、又は、緊急を要する場合は当事業所の判断で適当な医療機関に搬送しま

す。 

（２）自然災害等が発生、もしくは予測される場合は当事業所の判断で利用時間を短縮

あるいは、営業を一時中止する場合があります。この時はご家族に速やかに連絡

させていただくと同時に、関係機関と連絡をとり被害を最小限にとどめるよう努

力します。 



８．情報提供に関する同意について（契約書第１０条第２項及び第３項参照） 

当事業所が管理又は作成するご契約者の状態、通所介護計画、実績、ご契約者及び

そのご家族等の個人情報等の資料について他のサービス事業所や医療機関等から情報

提供の依頼があったときは、管理者の判断で情報を提供しますので、本重要事項説明

書にて同意いただきます。 

 

９．利用者の記録や情報の管理、開示について（契約書第９条第３項参照） 

当事業所では、関係法令（及び郡上市社会福祉協議会個人情報保護規定）に基づい

て、利用者の記録や情報を適切に管理し、５年間保管しています。また、利用者の求

めに応じてその情報を開示します（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用

者の負担となります）。 

 

10．損害賠償保険への加入（契約書第１２条参照） 

   本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 社会福祉法人全国社会福祉協議会 

    保 険 名 社会福祉施設総合損害補償 ～施設の損害補償～ 

補償の概要 対人賠償：２億円（１名）、１０億円（１事故） 

          対物賠償：２０００万円（１事故） 他 

 

11．虐待防止について 

（１）事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の予防のために、次の措置を講ずるものと

します。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期開催。 

② 虐待防止のための指針の整備。 

③ 虐待防止のための研修の定期開催。 

④ 上記措置を適切に実施するための担当者を配置する。 

（２）事業者は、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかにこれを市町村に通報するものとします。 

 

12．ハラスメントについて 

ハラスメントに関する事業者の取り組みとして、職場内でのハラスメント対策を行

います。利用者、家族または身元保証人等から、事業所及びそのサービス従事者、そ

の他関係者に対し、故意に暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行

為を行った場合はサービス利用を一時中止もしくは契約を解除します。 

 

13．感染症の予防及びまん延防止 

   事業所は感染症の発生とまん延を防止するために必要な措置を講ずるものとします。 

感染症や非常災害の発生においても利用者へのサービスを継続的に実施するため、非

常時の体制で早期業務再開を図るため業務継続計画を策定し業務継続に必要な措置を

講じます。 

（１）事業所内での業務継続計画の周知・研修及び訓練を定期的に実施します。 



（２）定期的に業務継続計画の見直しと変更を行います。 

 

14．苦情の受付について（契約書第２０条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

◆苦情受付窓口担当者 大前 圭一（高鷲デイサービスセンター管理者） 

☎０５７５－７２－５８８８ 

松山 淳紀（郡上市社会福祉協議会在宅福祉課課長補佐） 

☎０５７５－８８－９９８８ 

     ◆苦情解決責任者   八代 忠尚（郡上市社会福祉協議会事務局長） 

☎０５７５－８８－９９８８ 

◆第三者委員     野口 洋輔    ☎０５７５－６５－６２７８ 

野々村茂樹    ☎０５７５－８２－２１５２ 

 

（２）行政機関その他の苦情の受付 

◆郡上市社会福祉協議会          ☎０５７５－８８－９９８８ 

◆郡上市健康福祉部高齢福祉課       ☎０５７５－６７－１８０７ 

◆郡上市地域包括支援センター       ☎０５７５－６７－０００８ 

◆岐阜県国民健康保険団体連合会      ☎０５８－２７３－１１１１ 

◆岐阜県健康福祉部高齢福祉課       ☎０５８－２７２－１１１１ 

◆岐阜県社会福祉協議会運営適正化委員会  ☎０５８－２７８－５１３６ 

 

15.提供するサービスの第三者評価の実施状況について   

実施の有無 １ あり  ２ なし 

実施した直近の年月日 年  月  日   

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示 １ あり  ２ なし 

 

16．その他サービス利用に関する留意事項 

・職員又は他の利用者に対する宗教活動、政治活動、営利活動等はご遠慮ください。 

・館内は全面禁煙となっております。 

・当事業所及び職員に対する贈り物等については、これを固くお断りいたします。 

 ・利用の際は、必要に応じ主治医の指示書又は情報提供書を提出していただきます。  

なお、主治医の指示書、情報提供書は入院等により身体に変化があった時はその都度

提出をお願いする場合もあります。 

・デイサービスのご理解をいただく為、ご家庭や地域の皆様に向けた通信や新聞等に、

ご利用者様の写真等を使用させていただくことがあります。 

プライバシー等の観点から、ご本人様の写った  □ 写真等の使用に同意します。  

□ 写真等の使用に同意しません。 

 

 



令和  年  月  日 

 

介護予防デイサービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。 

 

事業者  所 在 地  郡上市高鷲町大鷲２０１番地２ 

     事業者名  高鷲デイサービスセンター 

       説 明 者                 印 

 

 

私は、本書面に基づく事業者からの説明を受け、本書８項の情報提供について同意しま

した。 

 

利用者  住  所  

 

               

氏  名                印   

 

 

         

家族等  氏  名                    

 

 


